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対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に関する県知事意見 

 

1. 環境影響評価の実施に係る総括的事項について 

№ 意見概要 事業者の考え方（案） 

1 当該事業計画は、環境影響評価が全国的

に例がない洪水調整専用のダムに関する

計画である。 

 このため、環境影響評価の実施に当たっ

ては、環境のみならず事業特性に精通した

専門家からなる委員会を設けるなどによ

り、環境影響に係る専門家の意見を求める

こと。 

 また、予測に関する知見が十分に蓄積さ

れていない手法を用いる場合には、予測の

不確実性の程度および不確実性に係る環

境影響の程度を明らかにすること。 

流水型ダムに精通した専門家を含む学

識者 14 名よりなる技術検討委員会を事業

者独自に設置し、これまでに 7 回の委員

会・検討会を開催する中で、委員の助言を

受けながら環境影響について検討を行っ

てきています。 

また、予測の手法を選定するにあたり、

環境影響予測に関する知見が十分に蓄積

されていない場合において、予測の不確実

性の程度及び不確実性に係る環境影響の

程度を勘案し、必要な場合は当該不確実性

の内容を明らかにします。 

2 供用前の試験湛水は、生態系に与える影

響の程度が著しいものとなるおそれがあ

ることから、環境保全措置の検討に当たっ

ては、その影響が最大限回避・低減される

よう実施方法について十分に検討するこ

と。 

試験湛水による、動植物及び生態系への

影響について予測を行い、その結果、環境

影響が無い、または影響の程度が極めて小

さい場合以外には、事業者により実行可能

な範囲内で環境影響をできる限り回避・低

減できるよう、環境保全措置を検討しま

す。 

2. 環境影響評価の項目等について 

№ 意見概要 事業者の考え方（案） 

1 貯水域等の活用として大規模な集客施

設を設置するなど、環境影響の程度が著し

いものとなるおそれのある事業を本事業

と併せて実施する場合には、その影響につ

いても環境影響評価を行うこと。 

事業実施区域内等において、現時点で本

事業と併せて実施する事業計画はありま

せん。 

2 ダムの堤体の工事の影響については、工

事内容によってその影響が異なることか

ら、具体的な工事内容を踏まえて、適切に

項目を選定すること。 

なお、事業実施区域は、大気汚染物質が

滞留しやすい地形であることから、窒素酸

化物等の影響について、十分考慮するこ

と。 

工事の影響については、工事内容をでき

る限り具体的に整理し、適切に項目を選定

して環境影響評価を実施します。 

窒素酸化物等の影響については、事業実

施区域内には「自動車から排出される窒素

酸化物の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法」第６条第１項に基づ

く窒素酸化物対策地域に指定されている

地域はないため、予測・評価の対象として

いません。 

なお、工事の実施においては、排出ガス

対策型建設機械を使用するなど、窒素酸化

物等の負荷の低減に努めます。 
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№ 意見概要 事業者の考え方（案） 

事業実施区域周辺には、旧鉱山が存在

し、地盤に自然由来の重金属等の有害物質

が含有するおそれがあることから、以下に

より適切に項目を選定すること。 

特に、下流域に上水用の水源井戸などが

あることから、人の健康に影響を及ぼさな

いよう十分な配慮が必要である。 

① ダムの堤体の工事および導水施設の

建設の工事等により、河川および地下水

の水質に影響を及ぼすおそれがあるた

め、その影響について調査・予測・評価

の対象とすること。 

3 

② 建設発生土処分場の跡地の存在によ

り、土壌汚染が生じるおそれがあるた

め、その影響について予測・評価の対象

とすること。 

①② 文献資料により、事業実施区域周辺

における鉱山等の分布は確認していま

すが、現時点の事業者の現地調査では、

事業実施区域内には鉱山跡地は確認し

ていません。 

また、調査地域内に位置する部子川等

の河川では水質調査を行っており、健康

項目の全てにおいて定量下限値未満、も

しくは検出されていません。 

なお、ダム堤体等の工事段階において

土壌調査を実施し、土壌汚染が確認され

た場合は、関係機関等に確認のうえ、土

壌汚染対策法及び水質汚濁防止法に基

づき適切に対応します。 

4 洪水時の貯水が長期にわたる場合には、

水温および富栄養化等に影響を及ぼすお

それがあるため、その影響について予測・

評価の対象とすること。 

足羽川ダム供用後における洪水時の貯

水は、過去 50 年間の実績降雨をもとに計

算を行った結果、最大でも 3 日程度と短期

間であることから、水温及び富栄養化等に

ついては予測・評価の対象としていませ

ん。 

5 ダムの堤体の下流では、地下水を利用し

ており、ダム堤体の存在および試験湛水に

より地下水の水位に影響を及ぼすおそれ

があるため、その影響について予測・評価

の対象とすること。 

ダム供用後は、洪水時以外はこれまでと

同様に河川水をそのまま下流へ流す運用

となります。試験湛水中においても全量を

貯留することはなく、下流河川に必要な流

量を放流します。このため、予測・評価の

対象としていません。 

導水施設は、濃尾活断層系の一部を構成

する温見断層を横断する計画となってい

ることから、以下により適切に項目を選定

すること。 

① 温見断層は、重要な地形及び地質とし

て、現地調査を行うとともに、導水施設

の建設の工事による影響についても予

測・評価を行うこと。 

6 

② 温見断層が形成された際に封じ込め

られた地下水は、溶存酸素量が少ないお

それがあるため、その影響について調

査・予測・評価の対象とすること。 

① 「省令」に基づき実施する重要な地形

及び地質の予測・評価では、保全するこ

とが必要な希少性のあるものや学術上

重要なもの等を対象として選定してお

り、自然的状況の調査範囲において、温

見断層は重要な地形及び地質の選定基

準である文献等に記載されていないこ

とから、予測、評価の対象としていませ

ん。 

② 工事の実施、並びに存在及び供用時に

は地下水質のモニタリングを実施する

計画です。その際、溶存酸素量が少ない

地下水が確認された場合には、必要に応

じて適切に対処します。 
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№ 意見概要 事業者の考え方（案） 

7 森林が広範囲にわたり損なわれる場合

には、二酸化炭素の吸収源に及ぼす影響が

著しいものとなるため、その影響について

予測・評価の対象とすること。 

本事業により消失する森林面積は、池田

町の森林面積と比べてもごくわずかであ

り、二酸化炭素の吸収源に及ぼす影響は小

さいと想定されるため、予測・評価の対象

としていません。 

 

 

3. 調査、予測および評価の手法について 

№ 意見概要 事業者の考え方（案） 

1 平成 16 年福井豪雨により、事業実施区

域およびその周辺は大きな影響を受けて

いることから、現地調査の結果について

は、豪雨の発生前後に分けて整理すること

などにより、その影響の程度を明らかにす

ること。 

また、予測および評価に当たっては、福

井豪雨の影響を十分に踏まえて、適切な時

期および手法を採用すること。 

福井豪雨による影響を考慮し、福井豪雨

の前後に実施した調査結果を踏まえて、適

切に予測・評価を行います。 

2 予測の対象とする時期については、Ⅰ期

工事完成後の暫定運用段階とⅡ期工事完

成後の運用段階で予測の前提条件が大き

く変化するおそれがあるため、暫定運用期

間が長期にわたる場合には、暫定運用段階

を含めること。 

Ⅰ期工事完成後の暫定運用段階よりも、

Ⅱ期工事完成後の運用段階の方が改変区

域が広いこと、また、Ⅰ期工事に関わるも

のは、すべてⅡ期工事完成後の影響範囲内

に含まれることから、予測対象の時期はⅡ

期工事完成後としています。 

3 ダムの堤体の工事等に伴う騒音・振動の

影響の調査・予測・評価に当たっては、資

材等の主要な運搬ルートが北陸自動車道、

国道 158 号または県道武生美山線を経由

し、その影響の程度が著しいものとなるお

それがある場合には、その沿道に面する地

域も対象とすること。 

工事用車両による騒音等については、資

材等の主要な運搬ルート周辺における沿

道の状況等を勘案し、地域を代表して最も

影響が考えられる地点を選定し、予測・評

価を行います。 

4 事業実施区域周辺では、飲用水や温泉な

どとして地下水が広く利用されているこ

とから、地下水の利用の状況の調査に当た

っては、聴き取りを基本とし、この結果を

踏まえ、地下水に係る予測・評価を行うこ

と。 

地下水の利用の状況の調査は、住民から

の聴き取りと合わせて現地での確認を行

っており、これらの結果も考慮して、地下

水に係る予測・評価を行います。 
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№ 意見概要 事業者の考え方（案） 

動植物および生態系の調査に当たって

は、現地調査を基本とし、以下により適切

に実施すること。 

特に影響を受ける貯水域、建設発生土処

理場など土地の改変部分および下流河川

については、十分な調査を実施すること。

また、動物の重要な種および注目すべき

生息地、植物の重要な種および重要な群

落、地域を特徴づける生態系の選定に当た

っては、文献等による調査および現地調査

の結果を踏まえるとともに、その選定理由

を明らかにすること。 

① 調査時期については、調査対象種の生

態等を十分考慮すること。 

特に季節変化に伴い移動や発生を繰

り返す鳥類および昆虫類については、2

週間間隔で確認される生物種が変化す

るため、調査時期に配慮すること。 

② 稀少猛禽類については、生息状況を網

羅できる調査定点を設定するとともに、

通年の調査を実施すること。 

特に事業実施区域内に生息する可能

性が高いクマタカについては、営巣地を

特定するなど行動圏、生活史を含む生態

の調査を十分に行い、その結果をもとに

予測・評価を行うこと。 

③ 流況の変化に特に影響を受けやすい

攪乱依存型の重要な種（タコノアシ等）

については、必要に応じて、天神橋下流

も調査範囲に含めること。また、影響の

程度が著しいものとのなるおそれがあ

る場合には、予測・評価の対象とするこ

と。 

5 

④ 旧鉱山跡など特殊な環境が存在する

場合には、適切な調査手法を採用するこ

と。 

① 調査時期については、対象種等の生態

の特性を踏まえて適切かつ効果的に把

握できる調査時期等としています。 

② 調査地点、調査時期については、対象

種等の生態の特性を踏まえて適切かつ

効果的に把握できる調査時期等として

います。 

また、充分な生態の調査結果に基づい

て予測・評価を行います。 

③ 小規模な出水において、流水の調節は

行いません。そのため、天神橋下流にお

いて、攪乱依存型の重要な種の主要な生

育地である低水敷付近は、これまでと同

様に攪乱を受けることとなり、影響の程

度が著しいものとなる可能性はほとん

どないと考えられることから、調査範囲

は天神橋地点までと考えます。 

④ 事業者の調査範囲では、動植物の特殊

な生息・生育環境となりうる鉱山跡地の

坑道等は確認していません。 

6 動植物および生態系の影響の予測・評価

に当たっては、試験湛水を含めて行うこ

と。 

特に水生生物（水際の生物を含む）への

影響については、流水域および止水域に生

息または生育する種に分けて予測・評価を

行うこと。 

また、大規模な改変に伴うクマ等の行動

圏の変化や外来生物の侵入などによる生

態系への影響についても配慮すること。 

動植物及び生態系への影響については、

試験湛水を含めて予測・評価を行います。

また、生態系（典型性）で、試験湛水によ

る植生の変化についても予測・評価を行い

ます。 

 水生生物に限らず、重要な動物・植物に

ついては、種ごとの生態を考慮して、改変

に伴う行動圏を含む生息・生育状況の変化

について予測・評価を行います。 
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№ 意見概要 事業者の考え方（案） 

7 景観への影響の予測・評価に当たって

は、県道松ヶ谷宝慶寺大野線および住民が

日常的に生活する空間についても、主要な

眺望点として配慮すること。 

「景観」における主要な眺望点は、「省

令」に基づき選定したものであり、不特定

かつ多数の者が利用している景観資源を

眺望する場所としています。 

8 主要な人と自然との触れ合いの活動の

場の調査・予測・評価に当たっては、足羽

川およびその支川が多くの者の釣り場や

水遊びの場として利用されていることか

ら、その利用への影響も対象とすること。

調査地域内の足羽川等は全域で漁業権

が設定され、「釣り」は経済的活動に該当

し、人と自然との触れ合いの活動には該当

しないと考えることから、予測・評価の対

象としていません。 

なお、「水遊びの場」は、人と自然との

活動の場の章で整理しています。 

9 廃棄物等の予測・評価に当たっては、建

設工事に伴う副産物に既存構造物の解体

に伴う産業廃棄物および伐採木を含める

こと。 

また、試験湛水ならびにダムの堤体の存

在および供用後において発生する堆積土

砂および流木等も対象とすること。 

なお、廃棄物等は 3R(発生抑制、再使用、

再生利用)の観点が重要であるため、発生

量、再使用量、再生利用量、中間処理量お

よび減量化量を一連のものとして把握す

ること。 

廃棄物等の予測・評価項目には、既存構

造物の解体に伴う産業廃棄物及び伐採木

を含めて考えています。 

試験湛水時、存在及び供用時における堆

積土砂及び流木については、周辺への環境

影響を考慮し、関係機関と調整を図りなが

ら適切に対処します。 

なお、廃棄物等は、発生量及び最終処分

量とともに、再使用量、再生利用量、中間

処理量及び減量化量についてもできる限

り詳細に把握します。 

 

4. 環境影響評価準備書の作成について 

№ 意見概要 事業者の考え方（案） 

1 調査・予測の地点および時期等について

は、その選定の妥当性が確認できるよう、

予測の前提条件を明記するなど、より具体

的に選定理由を記載すること。 

特に河川に係る水質、動植物および生態

系の対象地域を天神橋までとした理由に

ついて、具体的に明らかにすること。 

予測の前提条件・選定理由は、環境影響

評価準備書において、できる限り具体的に

記述します。 

なお、河川に係る水質、動植物および生

態系の対象地域を天神橋までにした理由

は、天神橋地点下流では福井市街地の汚濁

負荷の影響や日野川との合流による影響

が支配的となっていると考えられるため、

ダムの影響を適切に評価する対象地域と

して、天神橋地点までを選定しています。

2 現地調査結果の記載に当たっては、調査

の手法とその結果が関連できるように整

理すること。 

環境影響評価準備書における現地調査

結果の記載に当たっては、調査の手法とそ

の結果を関連付けて整理します。 

3 ダムの堤体、分水堰および付替え道路等

の位置や構造など、当該事業の内容の具体

化の過程における環境の保全の配慮に係

る検討の経緯およびその内容を明らかに

すること。 

環境保全措置並びに環境保全措置を講

ずることとするに至った検討の状況を環

境影響評価準備書に記載します。 
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№ 意見概要 事業者の考え方（案） 

4 環境保全措置の検討に当たっては、環境

保全措置についての複数案の比較検討、実

行可能なより良い技術が取り入れられて

いるかどうかの検討等を通じて、講じよう

とする環境保全措置の妥当性を検証し、こ

れらの検討の経過を明らかにできるよう

整理すること。 

環境保全措置の検討に当たっては、環境

保全措置についての複数の案の比較検討、

実行可能なより良い技術が取り入れられ

ているかどうかの検討、その他の適切な検

討を通じて、事業者により実行可能な範囲

内で、本ダム事業に係る環境影響ができる

限り回避され、又は低減されているかどう

かを検証します。 

また、環境保全措置を講ずることとする

に至った検討の状況を環境影響評価準備

書に記載します。 

5 準備書は専門的な内容が多く、また、膨

大な図書になる可能性があることから、作

成に当たっては、図表や平易な用語を用い

ることなどにより、できる限りわかりやす

い内容となるよう配慮すること。 

環境影響評価準備書は、「省令」に基づ

き作成するとともに、その内容について

は、図表や平易な表現を用いることなどに

より、できる限りわかりやすい内容となる

よう配慮します。更に、環境影響評価準備

書を要約した要約書を作成するなど、内容

がより分かりやすくなるように努めます。
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